
第６号様式の２（第６条の３関係） 

45㎝ 

建
築
基
準
法
に
よ
る
命
令
の
公
示 

工
作
物
の
所
在
地 

工
作
物
の
名
称 

命
令
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所 

こ
の
工
作
物
は
、
建
築
基
準
法
令
の
規
定
又
は
建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
に

付
し
た
条
件
に
違
反
し
て
い
る
の
で
、
同
法
第
九
条
に
基
づ
き 

を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 

年 
 

月 
 

日 

東
京
都
板
橋
区
長 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
注
意
） 

一 

こ
の
標
識
は
、
建
築
基
準
法
第
九
条
第
十
三
項
に
基
づ
き
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。 

二 

こ
の
標
識
を
損
壊
し
た
者
は
、
公
用
文
書
等
毀
棄
罪
で
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

60cm 


